
申請者名
事業所
所在地

事業所名
運営
指導日

文書による指摘の内容
指摘に
対する　
是正状況

備考

株式会社
kotobuki

安芸市 訪問看護ステー
ションゼロ

R5.12.14 １　運営規程に実態と相違する事項（営業日）が認められた。
２　利用者の家族の個人情報を用いる場合に、文書による同意を
　得ていない事例が認められた。

改善済

社会福祉法
人香南会

南国市 訪問看護ステー
ションあおぞら

R5.10.19 なし

社会福祉法
人香南会

南国市 訪問看護ステー
ションキセキレイ

R5.10.19 なし

株式会社
N・フィー
ルド

南国市 訪問看護ステー
ションデューン南
国

R5.10.26 なし

医療法人長
生会

宿毛市 医療法人長生会訪
問看護ステーショ
ンすくも

R4.11.30
R5.3.23

１　運営規程を変更しているにもかかわらず届け出ていないこと
　が認められた。
２　運営規程に実態と相違する事項（その他の費用の額（交通費
　））が認められた。
３　重要事項を掲示していないことが認められた。

改善済

社会福祉法
人土佐平成
福祉会

高岡郡日
高村

訪看スマイルスタ
ジオ

R5.10.17 なし

令和５年度運営指導結果
サービス種別：介護予防訪問看護


